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○
財
務
省
令
第
四
十
七
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
号
）
及
び
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
八
十
八
号
）
の
施
行
等
に
伴
い

、
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
第
二
条
の
四
第
二
項
及
び
第
二
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第
二
条
の
五
第
二
項
及

び
第
二
条
の
十
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
」
を
削
る
。

第
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
第
百
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
㈥
」
の
下
に
「
（
航
空
日
誌
）
」
を
加
え
、

「
次
条
第
三
項
及
び
第
二
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第
二
条
の
五
第
三
項
及
び
第
二
条
の
十
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
第
一
号
中
「
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

令
第
十
三
条
第
五
項
各
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
者
（
法
第
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
予
約
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
が
航
空
運
送
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
登
録
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会
員
（
航
空
運
送
事
業
者
の
提
供
す
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
で
航
空
運
送
事
業
者
か
ら
特
典
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
に
登
録
し
て
い
る
会
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き

は
そ
の
会
員
番
号
（
当
該
登
録
会
員
で
あ
る
こ
と
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
等
級
（
当
該
予
約
者
に
係
る
予
約
に
当
該
会
員
番
号
及
び
等
級
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二

令
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
番
号
（
当
該
予
約
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号

を
い
い
、
当
該
予
約
が
分
割
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
割
前
の
予
約
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た

番
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は

当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
（
当
該
予
約
に
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
名
義
が

記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
当
該
予
約
が
共
同
運
送
（
運
航
者
（
法
第
十
五
条
第
十
項
に

規
定
す
る
運
航
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
が
当
該
運
航
者
と
共
同

し
て
行
う
運
送
で
あ
つ
て
、
当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共
同
運
送
者
（
当
該
共
同
運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航

空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
予
約
に
係
る
旅
行
業
者
（
令
第
十
三
条
第
五

項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
行
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
そ
の
所
在
地
並
び
に
当
該
予
約
に
係

る
外
国
旅
行
業
者
（
外
国
に
お
い
て
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
（
定
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義
）
に
規
定
す
る
事
業
と
同
様
の
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
そ
の
名
称
及
び
所
在

地
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三

令
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携
帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
外
国
貿
易
機
に
積
み
込

む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯
品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他

参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

令
第
十
三
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

搭
乗
手
続
番
号
（
当
該
手
続
を
管
理
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た

番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
各
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
者
が
航
空
運
送
事
業
者
の
登
録
会
員
で
あ
る
と
き

は
そ
の
会
員
番
号
及
び
等
級
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
番
号
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
、
当
該
予
約
が
共
同
運
送

（
運
航
者
（
法
第
二
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
運
航
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の

航
空
運
送
事
業
者
が
当
該
運
航
者
と
共
同
し
て
行
う
運
送
で
あ
つ
て
、
当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス

を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共
同
運
送
者
（
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当
該
共
同
運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
予

約
に
係
る
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
所
在
地
並
び
に
当
該
予
約
に
係
る
外
国
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の

名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携
帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
特
殊
航
空
機
に
積

み
込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯
品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
）
そ

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

搭
乗
手
続
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
条
の
八
を
第
二
条
の
十
二
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
不
開
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
特
殊
航
空
機
に
係
る
予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

第
二
条
の
十
三

法
第
二
十
条
の
二
第
四
項
（
特
殊
船
舶
等
の
不
開
港
へ
の
出
入
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

者
は
、
共
同
運
送
者
と
す
る
。

２

法
第
二
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
を
利
用
し
て
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

第
二
条
の
七
を
第
二
条
の
九
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
不
開
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
の
十

令
第
十
八
条
第
三
項
各
号
（
不
開
港
出
入
の
許
可
の
申
請
等
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
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は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
者
が
航
空
運
送
事
業
者
の
登
録
会
員
で
あ
る
と
き
は
そ

の
会
員
番
号
及
び
等
級
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二

令
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
番
号
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
、
当
該
予
約
が
共
同
運
送
（
運

航
者
（
法
第
二
十
条
第
三
項
（
不
開
港
へ
の
出
入
）
に
規
定
す
る
運
航
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
が
当
該
運
航
者
と
共
同
し
て
行
う
運
送
で
あ
つ
て
、
当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸

送
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共

同
運
送
者
（
当
該
共
同
運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名

称
、
当
該
予
約
に
係
る
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
所
在
地
並
び
に
当
該
予
約
に
係
る
外
国
旅
行
業
者
が
あ
る

と
き
は
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三

令
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携
帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
外
国
貿
易
機
に
積
み
込

む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯
品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他

参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

令
第
十
八
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

搭
乗
手
続
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
不
開
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）
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第
二
条
の
十
一

法
第
二
十
条
第
三
項
（
不
開
港
へ
の
出
入
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
共
同
運
送
者

と
す
る
。

２

法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
を
利
用
し
て
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

第
二
条
の
六
第
二
項
第
一
号
中
「
第
一
条
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
（
行
政
機
関
の
休
日
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第

二
条
の
八
と
し
、
第
二
条
の
五
を
第
二
条
の
七
と
す
る
。

第
二
条
の
四
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

令
第
十
四
条
第
八
項
各
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
四
条
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
者
が
航
空
運
送
事
業
者
の
登
録
会
員
で
あ
る
と
き
は
そ

の
会
員
番
号
及
び
等
級
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二

令
第
十
四
条
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
番
号
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
、
当
該
予
約
が
共
同
運
送
（
運

航
者
（
法
第
十
五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
運
航
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
航
空

運
送
事
業
者
が
当
該
運
航
者
と
共
同
し
て
行
う
運
送
で
あ
つ
て
、
当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
使

用
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共
同
運
送
者
（
当
該

共
同
運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
予
約
に
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係
る
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
所
在
地
並
び
に
当
該
予
約
に
係
る
外
国
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
名
称

及
び
所
在
地
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三

令
第
十
四
条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携
帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
特
殊
航
空
機
（
法
第
十

五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
特
殊
航
空
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
積
み
込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業

者
が
受
託
し
た
携
帯
品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

令
第
十
四
条
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

搭
乗
手
続
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
税
関
空
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
特
殊
航
空
機
に
係
る
予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

第
二
条
の
六

法
第
十
五
条
の
三
第
四
項
（
特
殊
船
舶
等
の
入
港
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
共

同
運
送
者
と
す
る
。

２

法
第
十
五
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
を
利
用
し
て
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

第
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
税
関
空
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

第
二
条
の
四

法
第
十
五
条
第
十
項
（
入
港
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
共
同
運
送
者
と
す
る
。

２

法
第
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
（
同
項
に
規
定
す
る
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電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

第
七
条
の
三
第
三
号
イ
中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
六
十
七
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
八
第
二
項
」
に
、
「
第
六
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を

「
第
六
十
七
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
九
条
の
九
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
十
二
第
一
項
」
に
、
「
第
五

十
九
条
の
九
第
四
項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
十
二
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
中
「
第
五
十
九
条
の
七
第
六
号
」
を
「
第
五
十
九
条
の
九
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
中
「
第
六
十
七
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第
六
十
七
条
の
六
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
⑵
中
「

第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中
「
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
（

外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
）
」
を
「
第
六
十
七
条
の
八
第
一
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
」
に
改
め
、
同
号
へ
中
「

第
六
十
七
条
の
六
第
一
項
（
帳
簿
の
備
付
け
等
）
」
を
「
第
六
十
七
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
中
「
第
五
十
九
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
五
十
九
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
中
「
第
五
十
九
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
の
十
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五

十
九
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
九
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
六
十
七

条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
第
五
十
九
条
の
十
五
第
四
号
」
を
「
第
五
十
九
条
の
十
七
第
四
号
」
に
改
め
る
。
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第
九
条
の
六
第
六
号
中
「
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
に
係
る
所
轄
の
意
義
）

第
十
二
条

令
第
九
十
二
条
第
一
項
（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
）
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

権
限
に
係
る
処
分
の
対
象
と
な
る
事
項
の
所
轄
に
つ
い
て
は
、
管
轄
区
域
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に

よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
税
関
長
が
別
に
定
め
る
所
轄
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
中
「
別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
四
及
び
第
二
条
の
八
関
係
）
」
を
「
別
表
第
二
（
第
二
条
の

二
、
第
二
条
の
五
及
び
第
二
条
の
十
二
関
係
）
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
関
税
定
率
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
関
税
法
施
行
規
則
第
十
一
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

２

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
財
務
省
令
第
五
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
中
「
昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
に
係
る
所
轄
の
意
義
）

第
五
条

関
税
法
施
行
規
則
第
十
二
条
（
税
関
長
の
権
限
の
委
任
に
係
る
所
轄
の
意
義
）
の
規
定
は
、
令
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
処
分
の
対
象
と
な
る
事
項
の
所
轄
に
つ

い
て
、
準
用
す
る
。


